
桑名市ふるさと応援基金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市規則第22号 

桑名市ふるさと応援基金条例施行規則の一部を改正する規則 

桑名市ふるさと応援基金条例施行規則 （平成26年桑名市規則第54号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「桑名市ふるさと応援寄附採納証明書」を「寄附金受領証明書」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

事業名 

市の発展に寄与する事業 

住み続けられるまち 

中央集権型から全員参加型の市政に 

命を守ることが最優先 

こどもを３人育てられるまち 

世界に向けて開かれたまち 

地理的優位性を活かした元気なまち 

桑名をまちごと『ブランド』に 

納税者の視点で次の世代に責任ある財政に 

『誰１人取り残さない持続可能な桑名市』の実現に向けた取組 

『桑名市デジタルファースト宣言』の実現に向けた取組 

『桑名市ゼロカーボンシティ宣言』の実現に向けた取組 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 

  



 

  



 

 

  



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


